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公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の内容 

（１）業務の目的 

  本業務は、本町小中学校４校の印刷機の契約が令和８年８月３１日に満了することか

ら、新たに料金定額制の印刷機を導入し、印刷機器の高速化による印刷渋滞の解消、学校

規模に応じた機器の適正配置、カラー印刷活用による校務の効率化や児童生徒への教育

効果の向上、保守管理の一元化による消耗品等管理の効率化が可能な機器性能及びサポ

ート内容を選定することを目的とする。 

（２）業務名 

  松伏町小中学校複合機（印刷機）賃貸借業務 

（３）業務の内容 

  別紙「松伏町小中学校複合機（印刷機）賃貸借業務仕様書」のとおり 

（４）導入期間 

  契約を締結した日から令和８年８月３１日まで 

（５）運用期間 

  令和８年９月１日から令和１３年８月３１日まで 

（６）提案上限額 

  税抜価格２２，６８０，０００円[５年リース] 

（税込価格２４，９４８，０００円） 

 ※これを超える提案をした場合は失格とする。 

 

２ 松伏町小中学校印刷機賃貸借業務公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。) 

への参加資格 

  参加者は、次のすべての要件を満たすものとする。 

（１）令和７・８年度松伏町業務委託等入札参加資格名簿（以下「資格者名簿」という。）

に登録があること。 

（２）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４(一般競争入札参加資格

者の資格)に規定する者に該当しない者であること。 

（３）実施要領を公表した日から契約候補者選定の日までの間において、松伏町建設工事等

及び物品の買入れ等の契約に係る指名停止等の措置要綱（平成８年松伏町告示第７４

号）に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続き開始の申立又は民事再

生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続き開始の申立がなされていないも

のであること。 

（５）実施要領を公表した日から契約候補者選定の日までの間において、松伏町の締結する
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契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成８年松伏町告示第７３号）に基づく指名

除外措置を受けていない者であること。 

（６）受注者の選定の決定日まで、国税及び地方税を滞納している者でないこと。  

（７）仕様書において示す実施体制を整備することができる者であること。 

（８）次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ずべ

き地位に就任し、又は実質的に経営等に関与している者でないこと。 

①選定委員会の委員 

②暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員ではないが、同条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織

の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者若しくは暴力団に資金及び武器を配

給する等して、その組織の維持及び運営に協力、若しくは関与する者 

 

３ 参加資格の基準日 

参加資格の基準日は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後から契約

候補者選定の日までに参加資格を欠く事態が生じた場合には、失格とする。 

 

４ 参加に関する留意事項 

（１）参加者は、企画提案書の提出をもって実施要領の記載内容を承諾したものとみな

す。 

（２）企画提案書の作成など、参加に関して必要な費用は参加者の負担とする。 

（３）参加に関して使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 

（４）参加者から提出される企画提案書等の著作権は、原則として書類の作成者に帰属す

る。ただし、町は必要があるときは、企画提案書等の内容を無償で使用することがで

きるものとする。なお、選定に係る公表等を行う場合には、企画提案書等の内容の一

部を使用する場合がある。 

（５）提出書類については、提出期限後は変更できないものとし、また、その理由のいか

んに関わらず返却しないものとする。ただし、町が必要と認める場合は、追加書類の

提出を求めたり、記載内容に関する聴き取り調査を行うことができる。 

（６）町が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。ま

た、この検討の範囲内であっても、町の了承を得ることなく、第三者に対してこれを

使用させ、または、内容を提示することを禁止する。 

（７）参加申込書提出日から契約候補者選定の日までの間に、次のいずれかに該当する場

合の応募は、失格とする。 

①参加者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

②一の参加者が複数の提案を行った場合 
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（参加表明書１者につき１提案のみ受け付ける。） 

③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

④虚偽の内容が記載されている場合 

⑤審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑥著しく信義に反する行為があった場合 

⑦実施要領等で示す条件に違反した企画提案書等を提出した場合 

 

５ プロポーザルの実施に係るスケジュール 

件 名 期限等 

実施要領等の公表 令和８年６月１２日（金） 

実施内容等に関する質問書の提出期限 令和８年６月１８日（木） 

午後５時まで（必着） 

実施内容等に関する質問及び回答事項の町ホームページ

掲載日 

令和８年６月２２日（月） 

参加表明書の提出期限 令和８年６月２５日（木） 

午後５時まで（必着） 

企画提案書の提出期限 令和８年７月２日（木） 

午後５時まで（必着） 

プロポーザル審査（対面審査）の実施 令和８年７月９日（木） 

審査結果の通知・公表 令和８年７月中旬 

契約締結 令和８年７月中旬 

 

６ 参加手続 

（１）応募書類等の公表 

実施要領等は、町ホームページで公表する。 

①応募書類等 

令和８年６月１２日（金）から同年７月２日（木）までの間に町ホームページに

申請書類等を公表する。参加者においてダウンロードして入手すること。原則、窓

口の配布は行わない。 

ＵＲＬ 

https://www.town.matsubushi.lg.jp/0000002834.html 

②公表資料  

ア 実施要領･･････本書 

イ 仕様書 

ウ 様式第１号から第４号（質問書、参加表明書、免税事業者届出書、見積書） 

（２）実施要領等に関する質問の受付 
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本実施要領の内容に関する質問は、企画提案を予定する事業者が行うものとし、次の

とおり受け付ける。 

①質問書（様式第１号）に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより松伏町教

育委員会教育総務課に提出すること。 

E-mail  kyosomu@town.matsubushi.lg.jp 

②提出する際のメールの件名は「『商号又は名称』質問書提出」とすること。 

※なお、電子メール送付後、その旨電話連絡すること。  

   電話番号 ０４８－９９１－１８０７ 

③受付期間は、令和８年６月１２日（金）から同年６月１８日（木）午後５時まで

（土日祝日を除く）とする。 

（３）実施要領等に関する質問に対する回答 

受付を行った質問については、町ホームページにおいて公開するものとし、これに掲

載した回答は、この要領及び仕様書と一体のものとしての効力を有するものとする。な

お、電話及び口頭等の個別対応はしないものとする。 

質問回答期限 令和８年６月２２日（月） 

（４）参加表明書の提出 

  プロポーザルに参加するものは、参加表明書（様式第２号）に関係書類を添えて次の

とおり提出するものとする。 

  ①提出期限 

 令和８年６月２５日（木）午後５時必着 

②提出書類 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 会社概要 

ウ 企業単体の賃借対照表及び損益計算書（直近２期分） 

エ 「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納税額がないことの証明書（その３

の３）の写し 

 ※１提出日前３か月以内に税務署が発行したもので、現状に適合しているもの 

 ※２納税証明書（その３）でも可 

  ③提出方法 

   ア 原則として、電子メールにより松伏町教育委員会教育総務課に提出すること。 

E-mail  kyosomu@town.matsubushi.lg.jp 

イ 提出する際の電子メールの件名は「【商号又は名称】参加表明書提出」とする

こと。 

※なお、電子メール送付後、その旨電話連絡すること。 

    電話番号 ０４８－９９１－１８０７ 

  ④留意事項 
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提出期限までに参加表明書及び関係書類を提出しなかったものは、以降のプロポー

ザルに関する手続きに参加できないものとする。 

（５）企画提案書の提出 

参加者は、次により提出すること。  

①提出期限 

 令和８年７月２日（木）午後５時必着 

②提出書類   

ア 企画提案書 ※正本１部及び副本８部提出のこと。 

イ 免税事業者届出書（様式第３号） ※免税事業者のみ提出 

ウ 見積書（様式第４号） ※見積明細書を添付すること 

 

③提 出 先 〒３４３－０１９２ 

埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏２４２４番地 松伏町役場第二庁舎２階 

     松伏町教育委員会教育総務課 

④提出方法 提出先へ持参又は郵送 

ア 持参の場合 

提出期限まで（ただし、土曜日、日曜日、祝日及び正午から午後１時までの間

を除く。）に持参すること。 

イ 郵送の場合 

一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。また、提出書類の到着確認の

ため、電話連絡を行うこと。 

電話番号 ０４８－９９１－１８０７ 

（６）企画提案書の内容 

  ①別紙「松伏町小中学校複合機（印刷機）賃貸借業務 仕様書」を踏まえ、下記の項

目順にそれぞれ詳細に記述すること。 

項番 項目 内容 

1 事業者概要 提案事業者の代表者氏名、事業所所在地 

2 導入実績 導入自治体、導入年度 

3 機能・性能について 提案機器の基本機能、性能 

納入設置場所別の設置台数 

4 利便性について 業務効率化に効果的な機器・プログラム構成等 

集計ツール、集計及び請求について 

5 保守業務等の対応 消耗品の補充について 

修理等の保守についての連絡体制 

6 その他独自の提案 印刷費用の削減につながる提案や、独自のアピールポ

イントについて自由に記載 
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7 コピー、印刷の月額・

総額 

モノクロ・カラーのコピー、印刷、保守等の月額及び総

額（消費税及び地方消費税込み）、年間上限枚数超過時

の料金 

8 スケジュール 構築に関するスケジュールについて 

現状機器との入れ替えに関するスケジュールについて 

  ②企画提案書の規格は、Ａ４判・横型・横書き・長辺綴じで作成するものとし、ペー

ジ番号を付して、添付書類を含め、Ａ４判フラットファイルに綴じて提出するこ

と。なお、フラットファイルの表紙に参加者の商号又は名称を表記すること。 

③次の企画提案書は失格とする。 

ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

ウ 虚偽の内容が記載されているもの 

エ 見積書だけの企画提案書 

（７）見積書の作成内容 

①見積明細書（項目ごとの費用）を添付する（任意様式）。 

②見積書に押印する印鑑は、会社印及び代表者実印（法務局等が証明する印鑑）とす

る。 

③見積書等に関する評価は、税抜き価格をもって評価金額とするので、参加者が消費

税及び地方消費税に係る課税事業者である場合は、見積った希望金額の１１０分の

１００に相当する金額を見積書に記載すること。 

④見積金額が１（６）の額を上回っている場合は、失格とする。 

 

７ 契約候補者の選定 

（１）審査方法 

  ①提出された提案書に係る印刷機の性能、保守体制、サポート体制等を総合的に評価す

る必要があるため、プレゼンテーションを実施し、別表審査基準により審査し、選定

する。 

②いずれの参加者も審査結果が基準（選考者の合計得点の平均が７０点以上）を満たさ

ない場合は契約候補者を選定しない。 

③参加者が１者だった場合でも、審査結果が基準（選考者の合計得点の平均が７０点以

上）を満たせば、契約候補者として選定し、契約を締結する。 

（２）審査結果の通知 

参加者数、契約候補者の名称等を町ホームページに掲載する。なお、審査内容に係る質

問や異議は、一切受け付けない。 

 

８ 契約の締結 
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（１）上記７の選定委員会において選定された最優秀提案事業者（選考者の合計得点の平均

が７０点に満たない者を除く。）と詳細設計及び価格等の協議を経て、契約を締結する。

なお、契約手続き及び契約書は、松伏町契約規則の定めるところによる。 

（２）契約締結の協議においては、企画提案書の内容の追加、変更又は削除を求めることが

ある。また、協議後の企画提案書は、仕様書と併せ、契約時の仕様書として扱う。 

（３）契約締結の協議が整わなかった場合には、評価結果の上位者から順に協議を行う。 

（４）本町は、契約締結後において受注者に本企画提案における欠落事項、不正又は虚偽掲

載等の事実が判明した場合は、契約を解除できるものとする。 
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別表 

 

松伏町小中学校複合機（印刷機）賃貸借 審査基準 

評価 

番号 
 

項目別 

配点 
評価項目 評価の基準・観点 

1 業務の実施体制 10 業務遂行能力 業務を遂行する上で十分な組織・運営体制が構築されてい

るか等について評価する。 

Ａ：優れている  … １０点 

Ｂ：標準     …  ６点 

Ｃ：劣る     …  ２点 

2 機器性能等 

 

5 設置台数 生徒数や印刷枚数等実績に応じた適切な設置台数、機器構

成を提案しているかについて評価する。 

Ａ：優れている  …  ５点 

Ｂ：標準     …  ３点 

Ｃ：劣る     …  １点 

5 印刷性能（速

度） 

A4 及び A3 縦送り片面カラー印刷をした場合の連続印刷枚

数（速度）について評価する。 

Ａ：優れている   …  ５点 

Ｂ：標準      …  ３点 

Ｃ：劣る      …  １点 

10 印刷性能（解像

度） 

印刷物の解像度（標準設定）について評価する。 

Ａ：優れている   … １０点 

Ｂ：標準      …  ６点 

Ｃ：劣る      …  ２点 

5 機器構成・プ

ログラム機

能・耐久性 

用紙の補給（カセット数及び収納枚数）、上限枚数、グルー

プ印刷機能、プログラム機能等の業務効率化に資する機能

が備わっているか評価する。 

Ａ：優れている   …  ５点 

Ｂ：標準      …  ３点 

Ｃ：劣る      …  １点 

5 縮小拡大機能

等 

縮小拡大の倍率、用紙サイズなど業務効率化に資する機能

が備わっているか評価する。 

Ａ：優れている   …  ５点 

Ｂ：標準      …  ３点 

Ｃ：劣る      …  １点 



9 

 

10 使用状況管理 インク残量や印刷枚数等、使用状況の管理が容易か。ま

た、用紙以外の消耗品の交換時期の把握及び交換方法等に

ついて評価する。 

Ａ：優れている  … １０点 

Ｂ：標準     …  ６点 

Ｃ：劣る     …  ２点 

3 保守・サポート

体制 

10 運用保守 障害発生時に迅速かつ適切な保守対応が可能な体制である

か。 

また、導入時の初期説明・操作指導等サポート対応が十分

であるか等について評価する。 

Ａ：優れている  … １０点 

Ｂ：標準     …  ６点 

Ｃ：劣る     …  ２点 

4 費用 10 見積金額 提案上限額に対し、どの程度廉価な見積がされているか評

価する。 

Ａ：最も廉価な見積     … １０点 

Ｂ：２番目に廉価な見積   …  ６点 

Ｃ：３番目以降に廉価な見積 …  ２点 

5 その他 30 独自の提案 ステープル機能をはじめとした、仕様書に示された項目以

外に独自の提案がなされているか、また、コスト削減のた

めの配慮（上限枚数の学校間のシェアが可能か、上限枚数

を超えたときの単価）等があるかについて評価する。 

Ａ：優れている  … ３０点 

Ｂ：標準     … １５点 

Ｃ：提案なし   … ５点 

合計 100 

 


